
令和元年度福島県一般会計補正予算（第 10 号） 

令和元年度福島県一般会計の補正予算（第 10 号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,262,014 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1,513,703,582 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により専決処分する。 

令和元年度福島県一般会計補正予算（第 10 号）  



1 県 税 227,861,000 5,924,344 233,785,344

県 民 税1 69,209,000 1,984,948 71,193,948

事 業 税2 55,009,000 2,102,751 57,111,751

地 方 消 費 税3 37,738,000 △653,158 37,084,842

不 動 産 取 得 税4 3,051,000 △61,067 2,989,933

県 た ば こ 税5 2,152,000 290,997 2,442,997

ゴ ル フ 場 利 用 税6 625,000 △63,504 561,496

自 動 車 取 得 税7 1,491,000 124,913 1,615,913

軽 油 引 取 税8 23,858,000 859,503 24,717,503

自 動 車 税9 31,333,000 △170,164 31,162,836

鉱 区 税10 9,000 1,378 10,378

固 定 資 産 税11 2,860,000 1,541,838 4,401,838

狩 猟 税13 13,000 1,890 14,890

款 項 補　正　前　の　額

第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入

（単位千円）

補　　　正　　　額 計

第  1  表　 歳入歳出予算補正　　歳　　入



産 業 廃 棄 物 税14 513,000 △35,981 477,019

2 地 方 消 費 税 清 算 金 72,330,709 △53 72,330,656

地 方 消 費 税 清 算 金1 72,330,709 △53 72,330,656

3 地 方 譲 与 税 33,480,000 691,324 34,171,324

地 方 法 人 特 別 譲 与 税1 28,920,000 904,080 29,824,080

地 方 揮 発 油 譲 与 税2 4,130,000 △241,432 3,888,568

石 油 ガ ス 譲 与 税3 170,000 7,053 177,053

自 動 車 重 量 譲 与 税4 150,000 13,550 163,550

地 方 道 路 譲 与 税5 0 2 2

森 林 環 境 譲 与 税6 90,000 5,914 95,914

航 空 機 燃 料 譲 与 税7 20,000 2,157 22,157

4 地 方 特 例 交 付 金 2,157,565 △81,999 2,075,566

地 方 特 例 交 付 金1 1,080,000 △81,999 998,001

5 地 方 交 付 税 281,714,938 14,664,672 296,379,610

地 方 交 付 税1 281,714,938 14,664,672 296,379,610

6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 560,000 △40,060 519,940

款 項 補　正　前　の　額 補　　　正　　　額 計



交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 560,000 △40,060 519,940

7 分 担 金 及 び 負 担 金 10,163,124 △118 10,163,006

負 担 金2 9,634,737 △118 9,634,619

9 国 庫 支 出 金 391,417,536 △266,281 391,151,255

国 庫 負 担 金1 88,890,101 △324,888 88,565,213

国 庫 補 助 金2 300,000,066 58,607 300,058,673

11 寄 附 金 5,415,303 108,508 5,523,811

寄 附 金1 5,415,303 108,508 5,523,811

12 繰 入 金 192,039,750 △20,909,191 171,130,559

基 金 繰 入 金2 176,874,751 △20,909,191 155,965,560

13 繰 越 金 4,633,745 2,833,173 7,466,918

繰 越 金1 4,633,745 2,833,173 7,466,918

14 諸 収 入 96,786,824 △2,846,000 93,940,824

貸 付 金 元 利 収 入4 74,396,023 △2,846,000 71,550,023

15 県 債 179,667,800 △2,340,333 177,327,467

県 債1 179,667,800 △2,340,333 177,327,467

款 項 補　正　前　の　額 補　　　正　　　額 計

第  1  表　 歳入歳出予算補正　　歳　　入



歳 入 合 計 1,515,965,596 △2,262,014 1,513,703,582

款 項 補　正　前　の　額 補　　　正　　　額 計



2 総 務 費 106,618,704 7,017,671 113,636,375

総 務 管 理 費1 25,652,993 7,000,000 32,652,993

県 民 生 活 費2 6,921,031 17,671 6,938,702

企 画 費3 55,400,712 0 55,400,712

自 治 振 興 費5 2,649,347 0 2,649,347

3 民 生 費 134,970,640 △505,273 134,465,367

社 会 福 祉 費1 86,780,899 0 86,780,899

児 童 福 祉 費2 30,788,249 90,837 30,879,086

災 害 救 助 費4 14,090,200 △596,110 13,494,090

4 衛 生 費 146,118,200 △2,997,495 143,120,705

保 健 福 祉 事 務 所 費3 2,624,052 0 2,624,052

医 薬 費4 16,456,176 0 16,456,176

環 境 保 全 費5 115,569,644 △2,997,495 112,572,149

5 労 働 費 4,587,964 0 4,587,964

款 項 補　正　前　の　額

歳 出

（単位千円）

補　　　正　　　額 計

第  1  表　 歳入歳出予算補正　　歳　　出



職 業 訓 練 費2 1,571,675 0 1,571,675

6 農 林 水 産 業 費 113,307,250 △1,181,207 112,126,043

農 業 費1 45,916,488 △1,181,207 44,735,281

農 地 費3 35,061,262 0 35,061,262

林 業 費4 25,483,610 0 25,483,610

水 産 業 費5 4,699,204 0 4,699,204

7 商 工 費 117,578,755 △2,846,000 114,732,755

商 工 業 費1 115,077,667 △2,846,000 112,231,667

観 光 費2 2,501,088 0 2,501,088

8 土 木 費 307,477,391 △1,749,710 305,727,681

土 木 管 理 費1 13,791,472 0 13,791,472

道 路 橋 り ょ う 費2 186,449,011 △886,288 185,562,723

河 川 海 岸 費3 68,187,704 △863,422 67,324,282

港 湾 費4 20,116,118 0 20,116,118

空 港 費5 1,022,914 0 1,022,914

都 市 計 画 費6 10,728,106 0 10,728,106

款 項 補　正　前　の　額 補　　　正　　　額 計



9 警 察 費 45,909,754 0 45,909,754

警 察 管 理 費1 41,848,740 0 41,848,740

警 察 活 動 費2 4,061,014 0 4,061,014

10 教 育 費 224,313,125 0 224,313,125

教 育 総 務 費1 37,691,160 0 37,691,160

高 等 学 校 費4 45,860,123 0 45,860,123

特 別 支 援 学 校 費5 18,490,095 0 18,490,095

大 学 費8 18,467,415 0 18,467,415

11 災 害 復 旧 費 91,086,271 0 91,086,271

農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費1 18,222,497 0 18,222,497

土 木 施 設 災 害 復 旧 費2 71,130,938 0 71,130,938

文 教 施 設 災 害 復 旧 費3 411,919 0 411,919

社 会 福 祉 施 設 災 害 復 旧 費4 1,320,917 0 1,320,917

歳 出 合 計 1,515,965,596 △2,262,014 1,513,703,582

款 項 補　正　前　の　額 補　　　正　　　額 計

第  1  表　 歳入歳出予算補正　　歳　　出



（単位千円） 

限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法

県 庁 舎 整 備 費 1,004,300 1,002,700

合 同 庁 舎 整 備 費 267,800 249,700

市 町 村 合 併 支 援
道 路 整 備 費

711,600 709,600

公 舎 整 備 費 6,100 5,200

阿 武 隈 急 行 緊 急 保 全
整 備 事 業 費 等 補 助 金

112,700 112,300

鉄 道 軌 道 輸 送 対 策
事 業 費 補 助 金

44,600 40,300

県 有 施 設 水 素 利 用
設 備 導 入 事 業

236,500 236,400

や さ し い 道 づ く り
推 進 事 業 費

108,700 108,200

社会福祉施設整備事業費 366,900 365,300

放 課 後 児 童 ク ラ ブ
施 設 整 備 事 業 費

51,600 40,500

災 害 弔 慰 金 等 の
支 給 ・ 貸 付

357,000 154,667

災 害 援 護 資 金 貸 付 金 22,700 7,100

能 開 校 整 備 費 7,200 6,700

商 業 活 性 化 対 策 費 9,000 8,900

　 第　２　表　　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。

　　第　２　表　　　地　方　債　補　正



限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法

運 営 費 56,800 53,500

被 災 産 地 施 設
整 備 等 対 策 費

49,100 45,500

か ん が い 排 水 事 業 費 172,700 172,600

農 地 防 災 事 業 費 265,500 265,400

土 地 改 良 施 設 突 発 事 故
復 旧 事 業 費

5,600 2,700

県 単 治 山 費 730,700 730,400

漁 港 事 業 費 277,000 276,100

水産試験研究施設整備費 73,100 70,900

漁 港 改 良 費 37,800 37,700

職 員 厚 生 事 務 経 費
（ 行 政 ）

71,600 67,600

農 業 管 理 費 2,600 2,300

漁 港 維 持 管 理 費 1,800 1,600

道 路 橋 り ょ う 維 持 費 7,053,500 7,028,800

道 路 橋 り ょ う 改 良 費 3,232,000 3,229,400

道 路 橋 り ょ う 整 備 費 7,212,100 7,210,300

道 路 橋 り ょ う 整 備 費
（ 再 生 ・ 復 興 ）

2,294,700 2,293,000

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。



災 害 対 策 等 緊 急 事 業
推 進 費

198,500 198,100

河 川 流 域 総 合 情 報
シ ス テ ム 事 業 費

137,500 137,300

河 川 海 岸 改 良 費 9,193,700 9,191,300

河 川 事 業 費 9,094,700 9,092,800

河 川 事 業 費
（ 再 生 ・ 復 興 ）

95,700 95,300

ダ ム 事 業 費 506,800 505,200

河 川 災 害 関 連 費 555,500 519,100

河 川 災 害 復 旧 助 成 費 4,071,600 3,517,200

緊 急 砂 防 等 災 害 関 連 費 850,000 848,900

砂 防 施 設 費 2,013,300 2,011,300

砂 防 施 設 維 持 管 理 費 290,700 289,600

砂 防 事 業 費 2,237,500 2,236,200

港 湾 事 業 費 50,800 50,700

公 園 事 業 費 1,800 1,500

街 路 事 業 費 1,012,800 1,012,000

都 市 公 園 事 業 費 289,100 288,400

オリンピック関連事業費 184,500 182,600

　　第　２　表　　　地　方　債　補　正



限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法

港 湾 改 良 費 30,800 30,300

管 理 運 営 費 124,600 122,900

生 活 基 盤 緊 急 改 善 費 560,100 559,200

地 域 づ く り 交 流
促 進 事 業 費

347,100 345,400

港 湾 維 持 管 理 費 249,200 249,100

港 湾 災 害 関 連 費 9,800 6,700

河 川 海 岸 維 持 管 理 費 1,337,000 1,326,700

ダ ム 維 持 管 理 費 207,300 207,200

空 港 維 持 補 修 費 354,400 345,500

水 防 施 設 整 備 費 25,000 24,800

警 察 施 設 費 226,100 209,100

交 通 安 全 施 設 整 備 費 430,900 411,900

大 規 模 改 造 事 業 923,100 907,000

情 報 教 育 事 業 費 644,200 325,900

県 立 医 科 大 学 附 属 病 院
整 備 費

1,055,000 1,041,500

県 有 施 設 維 持 補 修 事 業 481,100 478,700

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。



大 規 模 改 造 事 業
（ 特 別 支 援 学 校 ）

182,000 181,900

聴 覚 支 援 学 校 寄 宿 舎
整 備 事 業

270,000 261,500

私 立 学 校 振 興 助 成 費 1,900 500

聴 覚 支 援 学 校
福 島 校 整 備 事 業

589,000 558,800

相 馬 支 援 学 校 整 備 事 業 1,203,500 1,116,000

国直轄河川事業費負担金 6,243,700 6,020,200

国直轄砂防事業費負担金 1,329,100 1,322,000

国 直 轄 土 地 改 良 事 業 費 299,400 294,000

治 山 災 害 復 旧 費 32,300 32,200

漁 港 災 害 復 旧 費 334,800 331,100

土 木 災 害 復 旧 費
（ 公 共 災 害 復 旧 費 ）

18,561,200 17,952,100

土 木 災 害 復 旧 費
（ 県 単 災 害 復 旧 費 ）

7,200 7,000

港 湾 災 害 復 旧 費 42,700 41,900

県 立 学 校 施 設 等
災 害 復 旧 事 業

122,400 99,700

社会福祉施設災害復旧費 45,800 37,300

国立公園等施設整備事業 68,900 68,500

施 設 整 備 費 294,100 292,100

　　第　２　表　　　地　方　債　補　正



限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法

特 定 復 興 再 生 拠 点 区 域
整 備 支 援 事 業

7,200 6,800

計 144,448,800 142,108,467

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。

１ 借入方法
　 普通貸借又は
 債券発行（他の
 地方公共団体と
 の共同発行を含
 む。）
　 債券の発行価
 格は、知事が定
 める。
２ 借入資金
　 政府資金その
 他

年10％
以　内
（ただ
し、利
率見直
し方式
で借り
入れる
政府資
金につ
いて、
利率の
見直し
を行っ
た後に
おいて
は、当
該見直
し後の
利率）

起債日から35年以内（据
置期間を含む。）の期間
において資金の融通条件
及び知事の定めるところ
により償還する。ただ
し、県財政の都合により
繰上償還をし、償還年限
を短縮し、又は借換えを
することができるものと
する。
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